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伊佐市農業委員会第１回総会議事録 

 

１．開催日時  平成２7年４月 20日（月）午前８時 58分から 11時 03分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階中会議室 

３．出席委員  （１９人） 

    会  長        ２１番委員 宮ノ原 修 

    委  員   1番委員  ２番委員  ３番委員  ４番委員       

              ５番委員  ６番 委員  ８番委員  ９番委員 

            １０番委員 １１番委員 １２番委員 １３番委員  

１４番委員 １５番委員 １６番委員 １７番委員  

１８番委員 １９番委員  

     

４．欠席委員  （１人） 

    欠 席 者   ２０番委員  

 

５．議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

        11番委員  12番委員 

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

     議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

     議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編

入）申出」の意見決定について 

     議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び諮問決定について 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び諮問決定について 

議案第６号「農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判断」

に係る決定について 

議案第 7号「別段の面積（下限面積）」の決定について 

議案第 8号「非農地証明願」について  

 

６．農業委員会事務局職員 

   事 務 局 長    農地振興係長   農地振興係書記  
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開始時間  午前８時 58分 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはようございます。只今より、平成２７年度第１回農業委員会総会

を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

皆さんおはようございます。 

本日は、２０番委員から体調が悪い為欠席届が出されております。 

本日の出席人員は１９名で、総会は成立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

１１番委員と１２番委員に、お願いをいたします。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告１番２番３番について、報告を求めます。 

 

報告１ 農地法第１８条第６項の規定による通知」につきましてご報

告いたします。 

資料の１～６ページになります。 

農業経営基盤強化促進法による利用権の合意解約が２１件、 

農地法第３条の解約が 1件ありましたので、ご報告いたします。 

 

続いて２番 

 

報告第２号 農業用生産施設届について、整理番号１番、２番につき

まして、去る６日に事務局で現地調査を行ない両案件とも農業用倉庫で

の届け出でありますので、併せてご報告申し上げます。 

整理番号１番の申請者は伊佐市大口針持、自治会田原に居住されてお

ります。ＯＨさん８１歳であります。申請地は伊佐市大口針持の畑で地

積は１２０５㎡のうち、花木温室２０㎡であり自宅敷地内の当該農地に

平成３年頃建築したとのことで、始末書添付の届け出となっています。 

整理番号２番の申請者は伊佐市菱刈川北、自治会、築地下に居住され

ておりますＮＨさん６７歳であります。申請地は伊佐市菱刈川北の田で

地積は７４９㎡うち農業用倉庫１９９㎡であります。Ｎさんは、水田１

１０，０１０㎡ 畑３５，２３７㎡ 計１４５，２４７㎡、生産牛を４

９頭飼育しております。農機具の増台に伴い倉庫が手狭になったため届

出をせずに農機具倉庫を建築してしまい今回、始末書添付での届出であ

ります。両案件とも農地法施行規則第 32条第 1号（農地の転用の制限の

例外）に基づく農業用施設の届け出でありますが、今回申請は面積が２
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議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１６番委員 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

００㎡以下ですが、もし今後、更に増築し２００㎡超える場合は事前に

転用申請するように指導及び本人確認はしてあります。 

調査の結果、適切な届出であると思われますことをご報告いたしま

す。 

 

次、３号お願いします。 

 

報告第３号 農地利用目的変更届につきまして去る６日に事務局で

現地調査を行いましたのでご報告いたします。 

整理番号１番の申請者は伊佐市大口堂崎に居住されておりますＳＭ

さん６２歳であります。 

申請地は、伊佐市大口堂崎 外 1筆の田で、地積は合計１，０６１㎡

であります。場所は羽月保育園北側に位置し現況は田として管理してあ

ります。 

当該農地は国道から２ｍ程低く天水田及び日照条件も悪く農作物も

育ちにくく収穫量も見込めない事等により今回、川内川河川改修に伴い

捨土を利用し埋め立てを行い畑として野菜及び飼料等を耕作したいと

のことでした。今後、田としての管理は難しく遊休農地対策及び農地の

有効利用としても許可相当であると思われます。 

以上のような理由により、本届出は適切であると思われますことを報

告いたします。 

 

 

報告が終りました。 

委員の皆さん質問はありませんか。 

 

１６番委員 

 

報告第３号ですがＳＭさん。１，０６１㎡ですが、この敷地に、ＳＭ

さんの地図を見ると埋め立てから半分南側になっている。宝島の下の方

が他の人の名義なのですがそこも一緒に埋めるのですか。 

 

事務局 

 

利用目的変更がＭさんという土地なのですが、今年 1月か２月はっき

りしないが、利用目的変更でＭさんが先に申請して、受理通知は出して

あります。全部埋まるということになります。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしいですか質問ないですね。 

質問がないということですので議案の審議に入ります。 

 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

議案第1号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見決定

について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第１号、「経営基盤強化促進法農地利用集積計画」に係る意見決

定のうち所有権移転分について説明いたします。 

７ページをお開きください。 

整理番号１番から２番につきまして、あっせんによる所有権移転で

す。 

 

整理番号１番につきまして、 

譲渡人は、霧島市国分にお住まいのＹＹ氏です 

譲受人は、伊佐市菱刈徳辺にお住まいのＫＫ氏で、年齢は６３歳、自

治会は徳辺下で、経営面積は１１５，６７１㎡です。 

土地の所在地は、菱刈徳辺、地目は田で、面積は２，１６９㎡です。 

 

整理番号２番につきまして、 

譲渡人は、伊佐市菱刈荒田にお住まいのＵＹ氏です 

譲受人は、伊佐市菱刈荒田にお住まいのＭＨ氏で、年齢は３８歳、自

治会は荒田下で、経営面積は４，０３１㎡です。 

土地の所在地は、菱刈川北字竹下３４５８番地１、地目は田で面積は

３４４㎡、同じく字３４５８番地２、地目は田で面積は２，６２５㎡で

す。 

 

あっせん委員としまして、 

整理番号１番につきましては、１２番委員、１７番委員に、 

整理番号２番につきましては、１番委員、１１番委員にお願いしまし

た。 

 

続きまして、利用権設定につきまして説明いたします。 

９３－１２ページの総括表をお開きください。 

期間は１年から１５年で、面積は、田９８８,３８７．０２㎡、畑８



 5 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

１０番委員 

 

 

 

 

 

 

 

０，６４２㎡の合計１,０６９,０２９．０２㎡です。 

利用権の設定をする者の数２８８人、設定を受ける者の数１８６人で

す。 

 土地の明細につきましては、８ージから９３－１１ページの整理番号

１番から３０２番のとおりです。 

 皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局の報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見、質疑はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、お諮りいたします。 

 

議案第1号の事務局の報告のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る

意見については、決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て提案します。 

 

整理番号 1番、２番については、一括して担当委員の調査報告を求め

ます。 

１０番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て１番と２番の受人が同一ですので報告いたします。 

 

整理番号１番について、去る４月１５日に受人と一緒に調査をいたし

ましたので１０番が報告いたします。 

受人は、伊佐市菱刈市山にお住まいの、ＴＡさん６７歳、自治会は下

市山です。 

渡人ＦＴさんは叔父になる関係であります。伊佐市菱刈花北に居住さ
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

れ自治会は花北下で年齢は８８歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈花北字下水流外５筆、地目は田、面積７，４９

０㎡であります。 

受人の経営面積は１９，７７６㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、所有権移転売買であります。 

 

申請地の位置は、花北の農業集落排水施設の北にあたる場所でござい

ます。受人のＴＡさんは増反ということで経営意欲はあり、農機具等は

完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、航空写真が添付されております。 

 

２番について説明させていただきます。 

受人は、伊佐市菱刈市山にお住まいの、ＴＡさん６７歳、自治会は下

市山です。 

渡人は神奈川県相模原市に居住されているＦＴさんでございます。叔

父になります。 

申請地は伊佐市菱刈花北、田１，１５０㎡です。経営面積は１９，７

７６㎡で農作業従事者は２名でございます。売買で成立しております。 

申請地は、大菱建設から西側に５００ｍ位の位置にある水田でござい

ます。地目は田、面積７，４９０㎡であります。 

受人のＴＡさんは増反ということで経営意欲はあり、農機具等は完備

されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、航空写真、住民票が添付されてお

ります。 

以上で報告を終りますが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

ます。 

 

１０番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１番２番について、１０番委員の調査報告のとおり、許可す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 



 7 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番２番は、許可が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号３番について報告いたします。調査日は３月１４日です。渡人

ＮＫさんは、大阪市東淀川区にお住まいです。立会人は受人のＭＫさん

がされました。ＭＫさん６１歳、農業、自治会は徳辺上です。受人の経

営面積は１３，５６２㎡です。農作業従事者は４名です。権利関係は売

買です。申請地の位置は旧徳辺保育所から北西へ約３００ｍ位の所で

す。東は田、西は田、南は農道と民家です。北も田です。２６年の１０

月まで徳辺小路のＭさんが耕作されていました。受人のＭＫさんは規模

拡大という申請理由です。耕作意欲はあります。農機具はすべて完備さ

れていました。 

決定意見としまして以上の理由により当申請は、農地法第３条２項の

各号に該当しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、３条許可申請書、航空写真、全部事項証明書が添付

されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

1番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定しました。 

 

整理番号４番について、担当委員の調査報告を求めます。 
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３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

３番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号４番について、去る４月１３日に、申請人ＫＭさんの父ＫＭさ

ん立会のもと現地調査いたしましたので３番が報告いたします。 

申請人、ＫＭさんは、伊佐市大口里に居住され、自治会は小水流で、

年齢は６０歳です。 

譲渡人、ＫＫさんは、伊佐市大口里で、自治会は小水流で、年齢は８

５歳です。 

申請地は、伊佐市大口里字提燈水流外４筆で、地目は田、地積は合計

２，９５７㎡と、大口里字中島外２筆、地目畑 １，７９６㎡でありま

す。父から息子への贈与であります。現地はタイヨー店より南側の方向

でし尿処理場の間に位置し良く管理された田んぼ並びに畑であります。 

息子さんが会社勤めでありましたが、今年定年退職しこれから父の後

を引き継ぎ、贈与を受けながら農業を営んでいくとのことでございまし

た。農業従事者は２名で耕作者は耕作意欲はあり農機具はすべて完備さ

れております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

３番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

３番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定しました。 

 

整理番号５番について、担当委員の調査報告を求めます。 

 

１１番委員。 
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1 1 番委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 委 員 

 

 

 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号５番について、去る４月１５日に現地調査を行いましたので、

１１番が報告いたします。 

譲受人ＭＴさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、自治会は下荒田で年

齢は５８歳であります。渡人ＭＴさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、

自治会は下荒田で年齢は７３歳です。 

申請地は伊佐市菱刈荒田で地積は田、地積は８６１㎡で売買でありま

す。 

受人の経営面積は４５，７７０㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は３名で通作距離は自宅から０．５ｋｍ位で現況は良く管理された

水田でございます。下荒田集落の中央に位置している場所でございま

す。経営意欲はあり農機具等は良く完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１１番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１１番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、許可が決定しました。 

 

整理番号６番について、担当委員の調査報告を求めます。 

５番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち 

整理番号６番について、去る４月１５日 現地調査を行いましたの

で、５番が報告いたします。 

受人ＴＦさん伊佐市大口宮人に居住され自治会は馬渡で年齢は８２
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１３番委員 

 

 

 

 

 

 

 

歳であります。譲渡人ＩＭさんは伊佐市大口鳥巣に居住され自治会は西

水流で年齢は９３歳であります。譲り受人は渡し人の甥にあたります。

申請地は大口田代、地目は田、地積は１，０２４㎡であります。申請地

の所在地は馬渡自治会より西の方向に４００ｍ位行った所に位置して

おります。 

周囲の状況は北側が道路の外は山となっております。所有権移転は贈

与であります。受人の経営面積は２５，２４２㎡で取得可能な面積で農

作業従事者は２名であります。経営意欲はあり農機具等は完備しており

ます。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

５番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号５番について、５番委員の調査報告のとおり、許可すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、許可が決定しました。 

 

整理番号７番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１３委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号７番について、去る４月１２日ＫＹさん立会のもと現地調査を

行いましたので、１３番が報告いたします。 

申請人、ＫＹさん６７歳は、伊佐市大口木ノ氏に居住され自治会は木

ノ氏です。経営面積は２５，９７１㎡を耕作されている園芸農家で農業

従事者は本人です。申請地は大口牛尾、地目は畑、面積は１,１０３㎡

を所有権移転贈与されます。また、渡し人のＫＦさん外１名は熊本県水

俣市に居住されております。４・５年前までは知人に耕作をお願いして
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いたがその後は荒れ地となっていたので今回、ＫＦさんに贈与されると

のことです。農機具等は自己所有されております。 

以上のような理由により農地法第３条２項の各号に該当しないと思

われますので、許可相当と思われます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１３番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１３番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、許可が決定しました。 

 

整理番号８番について担当委員の調査報告を求めます。 

４番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号８番について、去る４月１6日現地調査を行ないましたので４

番が報告をいたします。 

申請人ＩＨさんは、伊佐市大口曽木に居住され、自治会は針牟田で、

年齢は３８歳です。 

渡人、ＩＳさんは、伊佐市大口曽木に居住され、自治会は針牟田で、

年齢は９１歳です。 

ＩＨさんはＩＳさんの孫になります。申請地は、伊佐市大口曽木、地

目は田、地積は２，８８４㎡で贈与であります。受人の経営面積は１０，

８４６㎡で取得可能面積であります。農業従事者は２名で現況は良く管

理された水田です。経営意欲はあり農機具等は良く完備されておりま

す。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

1 ９番委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

 

４番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

４番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は、許可が決定しました。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て申請件数８件について８件の許可が決定しました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更除外の申出の意見決

定について提案します。 

 

整理番号１番ついて担当委員の調査報告を求めます。 

 

１９番委員 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更除外申出の意見決定

について、整理番号１番につきまして去る４月１５日申請人の代理人株

式会社ＮのＭ氏の立会のもと１５番委員と私１９番の二人で共同調査

をしましたので１９番が報告をいたします。 

申請人はいちき串木野市大里にお住まいのＫＭ氏で年齢は４０歳で

す。申請地の所在地は伊佐市大口曽木、地目は田、地積は２１８㎡で申

請人の父親のＫ氏宅より南へ４０ｍ位に位置し現況は不耕作地になっ

ております。周囲の状況は東から北、西と水路を挟んで農道、南側は空

き家と宅地となっております。除外目的は太陽光発電の建設と計画され

ております。この申請は具体的転用計画があり農道と宅に囲まれた農振

地域外周部のため、除外することで農地の集団化、農作業の効率化への
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１７番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響はないものと思われます。以上のような理由により二人の調査の結

果除外は妥当であると判断しました。 

添付書類として、航空写真、現地写真、字図、農地利用計画変更届出

書、委任状、全部事項証明書、九州経済産業局の１０ｋｗ以上の太陽光

発電設備に係る設備認定通知書等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いします。 

 

１９番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

1９番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１７番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更除外申出の意見決定

のうち整理番号２番について、去る４月１５日に、１０番委員、１２番

委員、１７番委員の３名で調査しましたので１７番が報告いたします。 

申請人ＭＳさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は７７歳です。 

申請地は菱刈徳辺字坂ノ下、地目は田で地積は１，３７１㎡です。現

地は徳辺保育所から東へ約３ｋｍの所に位置しております。北側と東側

市道、南側は宅地、西側は農地で田となっております。申請地は今まで

耕作されていましたが除外申請後、介護施設及び駐車場で転用申請をす

る予定で、今回、農業振興地域整備計画の一部除外の申請をしたもので

あります。以上のような理由により３人の委員で協議した結果、除外は

妥当であると判断しました。 

添付書類として、農業振興地域変更申出書、全部事項証明書、字図、

航空写真等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１７番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１７番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１７番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１７番委員。 

 

引き続き、整理番号３番について、去る４月１５日、１０番、１２、

番、１７番委員３名で調査しましたので１７番が報告いたします。 

申請人は、伊佐市菱刈徳辺に居住され、ＫＫさんで年齢は８１歳です。

自治会は徳辺千鳥自治会でございます。 

申請地は菱刈徳辺坂ノ下外２筆、地目は田で地積は１，３０３㎡です。

現地は徳辺保育所から東へ約３００ｍの所に位置しております。除外申

請後、介護施設及び駐車場で転用申請をする予定であります。北側と東

側市道、南側は宅地、西側は農地で田となっております。以上のような

理由により３人の委員で協議した結果、除外はやむを得ず妥当であると

判断しました。 

添付書類として、全部事項証明書、字図、現地写真、農業振興地域の

事項申出書が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１７番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１７番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１４番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は意見が決定しました。 

 

議案第３号農業振興地域整備計画の一部変更除外の申出の意見決定

について申請件数３件について、３件の意見が決定しました。 

 

議案第３号農業振興地域整備計画の一部変更編入の申出の意見決定

について提案します。 

整理番号１番について担当委員の調査報告を求めます。 

１４番委員。 

 

議案第３号農業振興地域整備計画の一部変更編入の申出の意見決定

ついて、整理番号１番について、去る４月１５日に、立会者不在のもと

１番委員、１１番委員、１４番委員の３人で共同調査をいたしましたの

で１４番委員が報告します。 

申請人はＭＫ氏で住所は伊佐市菱刈下手ですでに死亡されています。

申出者のＭＫさんは息子さんになります。東京都葛飾区柴又に居住され

ております。申請地の所在地は伊佐市菱刈下手、地目は田、地積が６１

１㎡であります。申請地の位置は給食センターから南に約３００ｍ程の

所に位置しており現況は田であります。申請地の北側、南側、東側は田

で西側は農道を挟んでおります。編入目的は農用地として有効に利用し

たいため農用地編入するものです。 

添付書類として、集成図、航空写真、農用地利用計画書変更申出書、

全部事項証明書すべてそろっております。農用地区域への編入は問題な

いと判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしま

す。 

 

１４番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１４番の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委

員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

 

６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

１６番委員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

事 務 局 

よって整理番号１番は、１４番委員の報告のとおり意見が決定しまし

た。 

 

整理番号２番について、担当委員の調査報告を求めます。 

６番委員。 

 

議案第３号農業振興地域整備計画の一部変更編入の申出の意見決定

ついて、整理番号２番について、去る４月１５日に、申請人の代理人で

息子さんの立会者のもと５番委員、２１番委員、６番委員の３人で共同

調査をいたしましたので３番委員が報告します。 

申請人は伊佐市大口宮人にお住まいのＩＳさん６４歳でございます。

自治会は宮人です。申請地の所在地は大口宮人、地目は畑で面積２２４

㎡と同じく○、地目は畑で面積８５３㎡、同じく○、地目は田で面積２，

１６５㎡、計田１筆、畑２筆３，２４２㎡であります。 

現況は良く整備された畑、田であり編入の目的としまして畜産生産

牛、現在３０頭を飼育しておりますが、経営規模拡大のために５０頭に

経営拡大を行う予定であります。国庫事業を活用して当申請地に牛舎を

整備する予定のためであります。 

外に自宅周辺は今回の３筆を含め６，１０９㎡が振興地域となりま

す。 

添付書類として、農用地利用計画変更申出書、全部事項証明書、農用

地利用計画変更の現地写真等があり。３人で協議の結果問題ないとしま

したが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いします。 

 

６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（１６番委員挙手あり） 

１６番委員 

 

農地が飛んでいても農業振興地域内にいれてもいいのですか。 

 

農政課が農業の集積をもっている地域を設定するわけです。 

３年程度で見直しする時そこが原野化していたりすれば、見直しの時

点で一括して外すことができます。 

基本的にはそこが農地として機能しているということになります。 

 

委員さんに調査してもらうこの目的は、そこの農地を除外した時に周
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１５番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りの農地にどういう影響があるかがメインです。 

今度は組み込むというときはそこが集積されていないと組み込めな

い。飛んでいる所を農振に組み込むことは基本有りえないということに

なります。 

 

６番委員の調査報告のとおり意見を決定することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、６番委員の報告のとおり意見が決定しまし

た。 

 

議案第３号農業振興地域整備計画の一部変更編入について、２件の申

請で２件の意見が決定しました。 

 

議案第３号農業振興地域整備計画の一部変更用途区分変更について

提案します。 

 

整理番号１番について、担当委員の報告を求めます。 

１５番委員 

 

議案第３号農業振興地域整備計画の一部変更用途区分変更申出の意

見決定のうち整理番号１番につきまして、去る４月１５日、２０番委員、

Ｔ行政書士、申請者の娘さん、と１５番委員で共同調査を実施いたしま

したので報告します。 

申請人は伊佐市菱刈荒田にお住まいのＯＫ氏６３歳でございます。所

在地が菱刈荒田、地目田１，０２２㎡で、用途変更は牛舎に転用する予

定でございます。 

調査内容でございますが、申請地は本城・針持線の県道の本城小学校

より約２ｋｍの針持川の道路沿いに位置しており、現況は水田で湿田で

天水田でございます。周囲の状況は申請地の北は道路、南は雑種地、東

は水田及び雑種地、西はＯ氏所有の牛舎へ隣接しております。 

また、おって４条申請を出される予定でございます。 

添付書類として、字図、農用地利用変更申出書、委任状、全部事項証

明書等が添付されており、共同調査の結果、申請については申請どおり

許可相当と思われます。皆様方のご審議よろしくお願いいたします。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

９ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

１５番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１５番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、報告のとおり意見が決定しました。 

 

整理番号２番について担当委員の報告を求めます。 

 

９番委員 

 

議案第３号農業振興地域整備計画の一部変更用途区分変更申出の意

見決定について整理番号２番につきまして、去る４月１５日、申請人Ｍ

Ｓさん立会のもと２番委員、９番委員で共同調査をしましたので９番が

報告します。 

申請人ＭＳさんは伊佐市小木原に居住され年齢は３３歳です。申請地

の所在地は伊佐市大口小木原で地目は畑で地積は１，７９６㎡です。申

請地は下牛尾自治会の集会所より北へ１ｋｍ位の所に位置し、北側は宅

地、西側は道路を挟んで田、南側は申請人の住宅東側は牛舎となってお

ります。周囲の住宅地には承諾を頂いて印鑑も頂いてあるとのことでし

た。今回、申請人ＭＳさんは畜産生産牛の規模拡大を行うために国庫補

助事業を活用して当申請地に牛舎を建てるとのことです。 

添付書類として、航空写真、農用地利用計画変更申出書、全部事項証

明書、牛舎の平面図、立面図、断面図、現地写真、字図等が添付されて

おり、調査の結果、この申請については調査委員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議よろしくお願いいた

します。 

 

９番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

１１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、報告のとおり意見が決定しました。 

 

議案第３号農業振興地域整備計画の一部変更用途区分変更申出の意

見決定について 

申請件数２件について、意見２件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

 

議案第４号農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について提案します。 

 

整理番号１番について、担当委員の調査報告を求めます。 

 

１１番委員 

 

議案第４号農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定についてのうち整理番号１番について、去る４月１

５日、１番委員と１４番委員と１１番委員で申請人ＮＨ氏立会のもと共

同調査をしましたので１１番が報告いたします。 

申請人ＮＨさんは伊佐市菱刈川北に居住し農業をされております。年

齢は６８歳で自治会は築地下であります。申請地の所在地は伊佐市川北

で地目は畑で地積は１，０９７㎡であります。農地区分は第２種でその

他の農地となっております。転用目的は牛舎であります。申請地の所在

地は築木地交差点より西川に３００ｍは入った所の右側の住宅敷地内

の西側であります。現況は畜舎であります。申請人は生産牛酪農を行っ

ている方であります。申請地は十数年前より牛舎を建築し現在にいたっ

ている状況でございます。 

今回、隣接地に農業用倉庫を建てることになり、申請を行おうとした

ところ、この申請地が転用がなされていないことが指摘されたので、始

末書添付での申請を行うものであります。 

周囲に与える影響は無いと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、配置図、字図、事業計画書、
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１８番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害防除計画書、被害防除に関する誓約書等が揃っており、始末書も添

付してございます。調査の結果、３名の調査委員の意見において、適切

であると判断しましたが、委員の皆様方の審議方をよろしくお願いいた

します。 

 

１１番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１１番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、調査報告のとおり意見の決定並びに許可及び

諮問が決定しました。 

 

整理番号２番について担当委員の調査報告を求めます。 

 

１８番委員 

 

議案第４号農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定についてのうち整理番号２番について、去る４月１

５日、８番委員と１３番委員と１８番委員で申請人ＤＨ氏立会のもと共

同調査をしましたので１８番が報告いたします。  

申請人ＤＨさんは伊佐市大口青木に居住し専業農業で年齢は５１歳

で自治会は下青木であります。申請地は伊佐市大口青木字上り建外１筆

で自宅の土地につながっている土地であり地目は畑で現況は農業用の

資材置き場と簡易な倉庫になっております。地積は２筆で１，７６９㎡

であります。 

農地区分は第２種でその他の農地となっております。申請地の所在地

は北さつま農協東支所から西へ１００ｍ位に位置し、東は畑、西側は自

宅、南は市道、北は自宅の土地であります。 

数年前申請者の父が亡くなられ、申請者が後を継ぎ、農業をされてお

りますが、相続の手続きで一部無断転用に気づき申請に至ったというこ

とであります。 

父の時代に経営規模が大きくなり、農機具が増え、小菜園にそのまま
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トラクターなど農業用の資材を置いてしまって、農地として使わなくな

った。というのが進んできており畑として使う事がないと、現況をみて

も農業用資材があるし、管理機など色んなものが置いてあり、今後そう

いう使い方になってしまわざるを得ないと見ました。 

始末書をはじめ被害防除計画書、汚水処理確約書など添付書類は揃っ

ております。 

調査の結果、３人の調査委員の意見において、やむを得ないと判断し

ましたが、皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

１８番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定に賛成の委員

の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、１８番委員の調査報告のとおり意見の決定並

びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号３番について担当委員の調査報告を求めます。 

 

３番委員 

 

議案第４号農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定についてのうち整理番号３番について、去る４月１

５日、申請人ＵＭさんの母、立会のもと１６番、２０番で現地調査を行

いましたので３番が報告いたします。 

申請人ＵＭさんは大口木ノ氏に居住され、自治会は木ノ氏で年齢は５

３歳であります。 

申請地の所在地は伊佐市大口鳥巣で地目は畑、地積は１９５㎡であり

ます。農地区分は第１種集団性のある農地となっており、転用目的は通

路であります。申請地の所在地は鳥巣上と園田自治会との境で朝日新聞

の看板がございますが、その隣で、鳥巣上の集落の中心所でございます。 

転用目的は通路となっておりますが、平成１５年に売買によりその所

の宅地、田、畑、全てを取得され、その宅地の通路としていたため、既
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に通路だけは宅地になっていると思ったらしく、今回、地目変更される

ものでございます。 

排水等もよく整備され周囲に悪影響を及ぼすようなことは無いと思

います。添付書類として、全部事項証明書、始末書、字絵図等が添付し

てあり、調査委員で協議し許可相当としましたが、皆様方のご審議方お

願いしまして、報告を終わります。 

 

３番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

３番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定に

賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しまし

た。 

 

整理番号４番について担当委員の調査報告を求めます。 

 

１６番委員 

 

議案第４号農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定についてのうち整理番号４番について説明をいた

します。３番が通路でございました、その奥に畑があるわけでございま

すが、今まで畑も耕作していないということでありまして、第１種集団

性のある農地でございますが、隣に住宅、前後住宅ということで、はず

れることと思います。去る４月１５日、申請人ＵＭさんの母立会のもと

３番委員と、２０番と１６番委員で共同調査したので１６番が報告いた

します。 

申請人ＵＭ氏は建設業をされておりまして、現在、伊佐市大口木ノ氏

に居住され年齢は５３歳、自治会は木ノ氏であります。申請地の所在地

は伊佐市大口鳥巣で地目は畑、地積は２００㎡であります。農地区分は

第１種集団性のある農地となっており、転用目的は重機等のバケット外

付属部品或いは、プレハブ等を置くための資材置き場としての申請であ

ります。 
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議 長 

 

 

８ 番 委 員 

 

申請地は鳥巣上公民館と園田地区の中間にありまして、鳥巣上公民館

より、北に５００ｍ位に位置し、南側は宅地、通路を挟んで市道、東側

は申請人の田、北側は申請人の宅地、西側は山林となっており、周囲に

与える影響は無いと思われます。 

添付書類として全部事項証明書、航空写真、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書が添付されており

ました。調査の結果、３名の調査委員の意見において、適切であると判

断しましたが、委員の皆様方のご審議方をお願いいたしまして、報告を

終わります。 

 

１６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１６番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しまし

た。 

 

議案第４号については、申請件数４件、意見の決定並びに許可及び諮

問４件が決定しました。 

 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について提案します。 

 

 

整理番号１番について担当委員の報告を求めます。 

８番委員 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定のうち整理番号１番について、去る１５日申請人の
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

１２番委員 

代理人行政書士のＳさん立会もと、８番と１３番委員、１８番委員で現

地調査を行いましたので、報告いたします。 

申請人は貸人がＨＲさん北九州市若松区に居住、借受人はＮＳさん６

６歳、伊佐市大口原田に居住されております。申請地は大口青木、地目

は畑で面積は７０７㎡です。 

西原神社東側約３００ｍに位置し現況としましては約１３本の梅の

木を植えてありました。転用目的は現在、申請人が経営する共同住宅の

駐車場として借りているところの一部を現在の貸人の要望により返還

することになり、そのため、今回の申請地を借り駐車場として利用した

いとの事であります。転用行為を妨げるような法定小作人はありませ

ん、農地区分は第２種その他の農地であります。周囲の状況は申請地の

東が、空き地、南が道路を隔てて、自動車整備工場、西が住宅、北も住

宅であり農地に与えるような影響はないものと思われます。計画性とい

たしましては許可が下り次第、自己資金により速やかに着工したいとの

ことでございました。 

添付書類として、被害防除計画書、被害防除に関する契約書、全部事

項証明書、事業計画書、資金の残高証明書、汚廃水処理確約書、行政書

士Ｓさんへの委任状などが添付されております。 

以上のようなことから農地法上問題ないものと判断いたしました。 

皆様方のご審議をよろしくお願いいたしまして、報告を終わります。 

 

８番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

８番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定に

賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、８番委員の調査報告のとおり意見の決定並び

に許可及び諮問が決定しました。 

 

２番について、担当委員の報告を求めます。 

１２番委員 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 委 員 

 

 

に許可及び諮問決定のうち整理番号２番について、去る４月１５日申請

人ＫＴさん立会のもと１０番委員、１７番委員、１２番委員の３人で共

同調査をしましたので、１２番委員が報告します。譲受人は伊佐市大口

青木にお住まいのＫＴさんで自治会は下青木自治会であります。譲渡人

は伊佐市菱刈前目にお住まいのＹＭさんで自治会は前目下自治会であ

ります。本申請は、所有権移転売買で、転用目的は駐車場として利用と

なっております。申請地の所在地は、伊佐市菱刈徳辺、地目は畑、地積

は６７７㎡であります。農地区分は第２種その他の農地となっておりま

す。申請地の所在は山田温泉近くの交差点から東へ約５０ｍに位置して

おり、南側は店舗となっております。東側、北側は市道、西側は竹林で

あり、周囲に与える影響はないと思われます。現況は平成１２年頃Ｙさ

んが自動車整備工場を経営していたとき駐車場として利用されており

ます。添付書類として土地の全部事項証明書、字図、被害防除計画、被

害防除に関する誓約書、それと始末書が提出されております。 

調査の結果、この申請について３名の委員の意見において適切である

と判断しましたが、委員の皆様方のご審議をよろしくお願いいたしまし

て、報告を終わります。 

 

１２番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１２番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、１２番委員の調査報告のとおり意見の決定並

びに許可及び諮問が決定しました。 

 

 

整理番号３番について、担当委員の報告を求めます。 

４番委員 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について整理番号３番について、先月、非農地証明

願いで現地調査を行い、その後、取り下げられた案件でありまして、今
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

1 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

回は現地の共同調査はせずに５条申請の報告をいたします。 

譲受人は伊佐市菱刈徳辺、株式会社Ｔです。譲渡人は福岡県筑紫野市

にお住まいのＭＴさんです。本申請は、所有権移転売買で転用目的は山

林となっております。申請地は伊佐市大口曽木字出口外１筆で地積は

３，６０９㎡であります。農地区分は第２種その他の農地となっており

ます。申請地の位置は、門前田原線の市道の道路より西側に６００ｍ位

入った所に位置し、周りは殆んど山林化しております。 

添付書類として土地の全部事項証明書、汚廃水処理確約書、被害防除

計画、始末書、会社の履歴事項全部証明書、定款などが添付してありま

す。 

委員の皆様方のご審議をよろしくお願いいたしまして、報告を終わり

ます。 

 

４番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

４番委員の報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定に賛成

の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、４番委員の調査報告のとおり意見の決定並び

に許可及び諮問が決定しました。 

 

 

整理番号４番について、担当委員の報告を求めます。 

１番委員 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について整理番号４番について、調査の結果を報告

いたします。 

調査日は４月１５日です。１１番、１４番、１番で共同調査いたしま

した。立会人はＴ氏です。申請人の母親ＹＨさんでした。譲渡人の住所

伊佐市菱刈前目で自治会は共進です。氏名ＹＨさん５８歳会社員、受人

住所、菱刈前目でＹＲさんです。会社員２８歳で、自治会は共進です。

渡人と受人は親子です。申請地住所、菱刈前目、地目は畑、面積は３０
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４㎡です。転用目的は業務用駐車場です。 

申請地の位置は菱刈中学校より北へ直線で１ｋｍ位の所です。現況は

畑です。東は雑種地、西は住宅、南も住宅です。北の雑種地はＹさんの

所有です。現況のままトラック２台使用するとのことです。第２種その

他の農地となっておりますので、周囲におよぼす影響は何らございませ

ん。 

添付書類として５条申請書、全部事項証明書、地積図、事業計画書、

字図、被害防除計画、誓約書、委任状が揃っております。 

３名で協議いたしました結果、許可相当と思われますので、委員の皆

様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、報告を終わります。 

 

１番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１番委員の報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定に賛成

の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、１番委員の調査報告のとおり意見の決定並び

に許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号５番について、担当委員の報告を求めます。 

５番委員 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定のうち整理番号５番につきまして、去る、１５日申

請人の代理人、ＭＴさん立会のもと、２１番委員、６番委員、５番委員

の３名で共同調査をいたしましたので５番委員が報告いたします。 

受人ＭＳさんは愛知県豊田市に居住し、年齢は６３歳であります。渡

人ＭＴさんは伊佐市大口田代に居住し、年齢は８７歳で自治会は田代で

あります。受人と渡人は親子であります。本申請は所有権移転で転用目

的は山林として利用したいとのことであります。 

申請地は伊佐市大口田代、地目は畑、地積は１，１７４㎡であります。

農地区分は第２種その他の農地となっております。申請地の所在地は、

自宅の前に位置し、東と南が山林、北側道路、西側宅地であり、周囲は
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

全て自己所有の土地で周囲に与える影響は無いものと思われます。 

添付書類としまして全部事項証明書、事業計画書、汚廃水処理計画書、

被害防除計画、位置図等が提出されております。 

３名で協議いたしました結果、やむを得ないものと判断をいたしまし

た。委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、報告を終

わります。 

 

５番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

５番委員の報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定に賛成

の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、５番委員の調査報告のとおり意見の決定並び

に許可及び諮問が決定しました。 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る申請について

申請件数５件、意見決定並びに許可及び諮問５件が決定しました。 

 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

 

議案第６号 農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否か

の判断に係る決定について提案します。 

 

事務局説明をお願いします。 

 

議案第６号 耕作放棄地の農地・非農地判断について、議案書１０３

ページから１３９ページのとおり現況確認を行った結果、農地法第２条

第１項に規定する農地に該当するか否かについて、農業委員会の判断を

求めます。 

平成２６年度の農地法改正により、市町村から依頼を受けることなく、

農業委員会総会で農地・非農地判断が出来るようになりました。これに
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議 長 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より農業委員会は、利用状況調査でＢ分類と判定した農地について、再

度現況確認をすることなく総会で非農地判断を行うことになりました。 

今回の審議の結果、農地に該当しないと判断した場合には、その所有者

に対し非農地通知書を発送します。その対象地につきましては、法務局

等の関係機関に非農地通知一覧表の送付を予定しております。 

今回の対象地は、７３３筆、６２７，９７４㎡であります。 

 以上ご審議よろしくお願いします。 

 

事務局の説明が終わりました。 

 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

議案第６号に係る農地は全て非農地として判断することに賛成の委

員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって非農地と決定しました。 

 

―――――――― 議案第７号 ―――――――― 

 

 

議案第７号 別段の面積（下限面積）の決定について提案します。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第７号 別段の面積（下限面積）の決定について 

平成２１年の農地法改正により、農業委員会が農林水産省令に定める基

準に従い、市町村の区域内の全部または一部について、これらの面積の

範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これ

を公示した時は、その面積を農地法第３条第２項第５号の下限面積とし

て設定できることになりました。 

農地の売買・贈与等には農地法第３条に基づく農業委員会の許可が必要

ですが、許可要件の一つに所有農地の下限面積が定められています。 

下限面積要件とは経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営

が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、

許可後に経営する面積が一定以上にならないと許可は、できないとする
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

１５番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１８番委員 

 

 

 

 

議 長 

 

ものです。 

なお、農地法では下限面積が地域の平均的な経営規模や新規就農を促進

するため、地域の実情に合わない場合には、農業委員会の判断で下限面

積を引き下げ、別段の面積を定めることができることとなっていますの

で、今年度の下限面積の設定についてご審議をお願いします。 

手元にお配りしてございます。県内の市町村の別段の面積の設定状況

も併せてご覧ください。 

 

毎年、下限面積の変更について図っておりますが、現状が皆さんの周

りで５反分では無理がある。減らした農地の移動がスムーズにいくので

はという意見等があれば、農地の集積に問題がなかったら減らしてもい

いということもあるが、どうですか。 

 

１５番委員 

 

色々皆さん意見はあると思いますが、以前より申し上げてきたのです

が、地域性ということが大事だと思います。伊佐市は農林業から離せな

い地域性からいって、現実的には担い手がいない、世帯数も１４，００

０世帯を割っているという現況にあるんです。苦労するのもあっせんで

申出があった処理について苦労しています。担い手がいない、引き受け

手がいない。これが現実で、５反分にこだわっていいのかというのが私

の以前からの意見です。もうちょっと門戸を広げる必要があるのではな

いかと、田んぼの５反分あっても収益も上がらない訳です。３反分でも

やり方次第では所得に上がる作物もあると思います。こういう状況から

して、下限面積を下げて門戸を広げてやって新規参入者を促すというの

も、今後の伊佐の農地を守るうえからも大事じゃないかと感じていま

す。私はそういう意見です。 

 

今、１５番委員から農地の流動化を考えた場合に下限面積を減らして

流動化した方が良いのではという意見がありましたが、どうですか。 

 

私の経験でも、畑地ですが、５反分というのはとても作れないと、年

配の夫婦でしたが、できたら下げた方が動きやすいといいような気がし

ます。 

 

（挙手あり） 

１番委員 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１５番委員 

 

 

 

 

毎年審議しましたけれども、昨年も３０アールという意見でした。 

水田の３０アールは飛びつきにくいが、畑の３０アールは唐芋を植え

たり、ソバを植えたり管理できると。なぜ５０アールなのかと言われる。 

私は３０アールに賛成したいと思います。 

 

３０アールでよろしいですか、３０アールにすることに賛成の方は挙手

をお願いします。 

（全員挙手） 

 

全員挙手 

賛成の方が多数です。よって、議案第７号については下限面積を３０ア

ールということで決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第８号 ―――――――― 

 

 

議案第８号非農地証明願の内規について事務局の説明を求めます。 

 

非農地事務取扱要綱、農地法と不動産登記法とありまして、法務局が

現況で判断するというのがあります。農地法は４条・５条において始末

書付きでしていますが、それと非農地証明願いというもの受け付けてお

ると、平成２１年度の法改正で遊休地対策の関係で利用状況調査を行い

なさいというのが始まり、登記は農地でも現況が農地でないところが多

いため、農地法を適用を受けない非農地証明願という取扱要綱というの

を定めました。この中で括弧１から括弧４までありますが、人為的に無

断転用された農地であってもその行為が２０年以上経過し、２０年とい

うのは民法上の関係です。農業委員会が特に励行上証明書の交付をやむ

を得ないと認めた場合、発行しても差し支えないということで、ご協議

お願いします。 

 

（１５番委員挙手） 

１５番委員 

 

農地は日照条件と用水路だと思います。これさえ揃えばできる。いく

ら１枚が２反分、３反分あろうが谷間で日が当らないような所、天水田

は農地で使えない、そういうところは外すべきで、文言が現実に合わな

い所もあると感じていたので、この件については私はいいと思う。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

内規については内規のとおりすることでよろしいですか。 

（はいの声あり） 

 

それでは、そのように決定いたします。 

 

議案第８号 非農地証明願の内規については事務局の説明のとおり

この要綱によって取り扱ってまいります。 

 

その他 

 

事務局 

 

月例報告をします。 

４月分の月例報告です。 

１５日を中心に現地調査行いました。 

今日２０日が第１回の農業委員会の総会でございます。 

２４日が４月の県の定例常任会議員会議が鹿児島市でございます。 

５月の行事予定です。 

１５日を中心に現地調査をお願いします。 

２０日の第２回の農業委員会の総会と書いてありますが訂正をお願

いします。２１日の木曜日に変更お願いします。時間は９時からという

ことですが、理由につきましては、２０日に農業委員会法の改正の説明

会があります。定数の半減とかの説明会があります。 

２６日が６月の定例常任会議員会議ということで鹿児島市でありま

す。 

以上です。 

 

これで、平成２７年度第１回農業委員会総会を終ります。 

姿勢を正してください。 一同礼。 

 

終了時間  午前１１時３分 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

会     長     会   長          

 

伊佐市農業委員     １１番委員    

 

 

伊佐市農業委員     １２番委員    


